
保健事業の一層の推進について



人間ドック健診の実施

若年者を対象とした健診の実施

生活習慣病予防健診項目の見直し

保健事業の一層の推進について

令和8年度より、協会けんぽでは、保健事業の一層の推進を図るため以下について実施
予定です。

年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢の拡大と、より一層の健康意識の醸成及び実施率の向上を図
るため、35歳以上の被保険者を対象に一定の項目を網羅した人間ドック健診に対する定額補助（25,000円）を
実施します。

健康日本21（第三次）の内容等も踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗しょう症検診を追加します。

就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことや健康意識の向上等
に生活習慣病予防健診に新たに20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とします。

なお、検査項目については、国の指針等を踏まえ、生活習慣病予防健診の項目から、胃・大腸がん検診の検査項
目を除いたものとなります。

厚生労働省の「職域に関するがん検診マニュアル」において、肺がん検診の項目とされていることを踏まえ、「喀痰
細胞診」を一定の基準（※）に該当する希望者に対して実施します。
※50歳以上かつ喫煙指数が600以上の方（喫煙指数＝１日に吸うたばこの本数×喫煙年数）



健康づくりサイクルについて
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